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市道那141号線との交差点部（A）

市道蘇北656号線との交差点部（C）

（仮称）新瑞穂橋橋梁部（B）



�
ኚ

⌮
⏤

�

㸱
 ◌࣭

㸱
 ◌࣭
㸰

◌
ྕ

ᒱ
㜧

㬼
・

⥺

㒔
ᕷ

ィ
⏬
㐨

ᒱ
㊰

㜧
㬼

・
⥺
㸦

 
��

௨
◌ୗ

㊰
⥺

 
�

 �
�・

㸧
 
�
◌
ྛ

ཎ
◌ົ

ᕷ
�

㑣
ຍ

ᒣ
ᚋ

⏫
㸯

�
・

┠
㉳

 
�

�
 

��
�

◌
ྠ

◌
ྛ

◌ົ
ᕷ

Ⅼ
・

⏫
㸷

�
・

┠
⤊

 
�

�
Ⅼ

・
⥲

ᘏ
㛗

⣙
㸷

㸬
㸯
㹩

㹫
 
�ᶆ

ဨ
ᖜ

‽
㸰

㸳
㹫

�
�

 
�

�
ᡂ

ᙧ
ᖿ

�
す

㍈
⥺

㐨
 

��
㊰

・
・

・
㸲
㸯

ᖺ
・

㒔
ᕷ

ィ
⏬

Ỵ
 
�

��
�

 �
ᐃ

�
㊰

⥺
 
�
◌
ྛ

ཎ
◌ົ

�
㒔

ᕷ
ィ

⏬
༊
ᇦ

 ࣥ ࢱ࣮ࣛ
ࢫ

◌
�

�
 

◌�
�

�
�

�
 
�

�
◌
ྥ

ᖿ
�

・
す

・
㍈
・

⥺
㐨

 
��

㊰
・

・
⨨

 
�

��
 

◌
�
�

�
 
�
�

�
◌
ྛ

ཎ
◌ົ

ᕷ
・

・
㒔

ᕷ
ィ

⏬

 ࣥ ࢱ࣮ࣛ
ࢫ

◌
�

�
 

◌�
�

�
 
�

ᕷ
�

・
釆
ᆅ

�
 

��
◌ഃ

�
・

す
㍈
・

㒔
ཬ

ෆ
ᕷ

�
㒔

ᕷ
㛫

�
�

・
㏻

・
・

・
ᅗ

�㊰
⥺

 
��

・
・

⨨
 
�

��
�

�
◌
�

 
�

�
 �

�
ഛ

ᚲ
・

・
せ

�
 
�

��
�

 �
・

�
㊰

⥺
◌
ྲྀ

ᕷ
�

・
・

㐨
㸦

ᕷ
㐨

㑣
㸯
㸲
㸯

◌
ྕ
⥺

ཬ
ᕷ�

㐨
・

・
㸴

㸳
㸴

◌
ྕ
⥺

㸧
・

⥺
 

◌�
 �

�
ᅵ
ᆅ

ἣ
 
�

 
�

�
⏝

ኚ
・

≧
・

・
㏻

㟂
 �

せ
㧗

�
 
�

��
�

 
�

�
 
�

◌
ྲྀ

・
・

ᕷ
・

㐨
��

㊰
⥺

 
�

�
◌
ྕ

ಙ
ᕪ

�
・

・
Ⅼ

・
ィ

⏬
�

 
�

�
��

 
�

�
 
�

�
 �

�
ኚ

ኚ
క

ᕪ
ᙧ

�
�

・
・

Ⅼ
≧

・
㒔

ᕷ
ィ

⏬
㐨

༊
㊰

ᇦ
�

�
 
�

��
 

◌
�
�

�
 �

ኚ
�

1-5



ィ ⏬ ᖹ 㠃ᅗ

;  

;  

<
 

< 

<
 

< <  

<
 

< 

<
 

;  

;  

;  

ࢥ
➨ ๓ ・ � ᕥ ◌ྑ

8

8

/3㺔㺼㺛㈓ ⶶ タ ഛ

ࢭ ࢪ  
ࣗ

◌  ◌࣮  
ࣝ

◌ ・ ⏣ Ϭ

㺞㺻㺖

ࢭ ࢪ  
ࣗ

◌  ◌࣮  
ࣝ

◌ ・ ⏣ Ϭ

⮬ ㌿㌴⨨ ሙ

◌ྍ
ኚ

ࢥ

➨ ๓ 㔝 � ศ
ࢥ

➨ ๓ 㔝 � ศ �

9
3
・

%
2
;

 

⌧
ሙ

֋
:

+

⌧ሙ ֋ : +

⌧
ሙ

֋

8

㺬㺎㺛

↓ቨ

・ ᑕ �

ቃ ᕝ

⌧
ሙ

֋

3 8

・㔞 ჾ

㺔㺎㺬㺽㺎㺢

・㔞 ჾ

&R

・㔞 ჾ
㔞・ ჾ

&R
&R

/DQND

㺪㺽㺵㺐㺫㺼㺎㺢
㺫㺏㺙㺹㺻

㞵・

◌�

◌� 㸫 ◌� 㸫ࢺ

◌� 㸫 ◌� 㸫ࢺ

㌴ ᗜ

◌� 㸫 ◌� 㸫ࢺ

8

≀ ⨨

≀ ⨨

≀ ⨨

)

㌴ ᗜ

✵ Ẽ ᘚ

↓ ቨ

ᑠ ᒇ

◌�

◌�

◌�
◌� ኳ

◌�

◌�

ኳ
◌�
ኳ

◌�

ᕤ ・ ୰ ᕤ ・ ୰ ᕤ ・ ୰

%
 

+

%  +

・ ᑕ �

㔞・ ჾ

・㔞 ჾ
&R

&R

㑣ຍ ๓ ・ � ⏫ ・ ・ ┠

㑣ຍ � 㔝⏫ ◌୍ ・ ┠

⌧ ሙ ֋ : +

↓ ቨ

・ ⏣ ◌ ኴ 㑻☃

ࢥ
➨ ๓ 㔝 � ศ

➨ ๓ 㔝 � ศ

➨ ๓ 㔝 � ศ
ࢥ

ࢥ

+3/  %

8

◌ྍ ኚ

8

8

◌ྍ ኚ
+3/  %

+3/
 

%

・ ᑕ �

$V

$V

$V

$V

$V

$V

$V

$V

$V
$V

$V

$V

$V

$V

◌� 㸫 ◌� 㸫ࢺ

◌� 㸫 ◌� 㸫ࢺ

◌� 㸫 ◌� 㸫ࢺ

/3㺔㺼㺛㈓ ⶶ タ ഛ

㺔㺎㺬㺽㺎㺢

㺘㺼・㺮 㞟ә

*

*

*

*

*

*

≀ ⨨

�

・ ・

PDWVXPRWR

・ ・

➨ ๓

7

✵Ẽ ᘚ

◌� 㸫 ◌� 㸫ࢺ

➨ ๓ 㔝 � ศ
ࢥ ➨ ๓ 㔝 � ศ

➨ ๓ 㔝 � ศࢥ

ࢥ

ࢥ

ࢥ

・ �

$V

$V

$V

$V

$V

$V

$V

$V

$V

$V

$V

┳ �

8

+3/  %

8

8

◌�

◌�
◌� ◌�

・

・ ᑕ �・ ᑕ �

・ �

+3

≀ ⨨

*
**

*

$V

*

%2; + :

$V

9
3・

9 3
・

ቃ ᕝ

㑣ຍ ๓ 㔝⏫ ・ ・ ┠

㑣ຍ ๓ 㔝⏫ ・ ・ ┠

◌ഃ ⁁ : +

◌ഃ ⁁ : +

◌ഃ ⁁ : +

・ ᑕ �

$V

$V

$V

$V

≀ ⨨

$V

$V

≀ ⨨

◌ഃ ⁁ : +

⌧
ሙ

֋
:

+

⮬ ㌿㌴⨨ ሙ

➨ ๓ 㔝 � ศ
ࢥ

%㺪㺅㺐㺻

$㺪㺅㺐㺻

ࢦ ◌� ⨨ ሙ

㺘㺼 ሙ㺮⨨

⮬
㌿
㌴
⨨
ሙ 㞵・ ・㞵

$V

$V

▼ ᙇ

&R

� ・ ◌�

㔞・ ჾ

・ ᑕ �

93
・9

3
・

9
3
・

+3・
◌ྍ ኚ

+3/  %

+3/  %

◌ྍ ኚ

1
2

1
2

$( 3

1
2

1
2

1
2

$12

$12

$12

$( &

$12

$12

$12

$63

$12

$12

$12

$12

$12

$12

$%&

$12

$12

$12

$12

$12

$12

(
&

$, 3

1
21
21
2

1
2

1
2

1
21
2

1
21
21
21
21
2

1
26
3

1
21
21
21
21
21

2

1
2

, 3

1
2

&/  
6/  

5  
7/  

$, 3

, $  

6/  

7/  
&/  

, $  
5  

, 3

� ᒸ ᕤ ・

㸰 㸮 㸬 㸮 㹩

◌ྕ
・

ቃ

ᕝ

㸯 㸮

DV

DV

DV

⌧
ሙ

֋

$V

*

⌧
ሙ

֋
 

≀ ⨨

DV

$V

*
*

$V

$V

$V

$V

93・

$V

$V

⌧
ሙ

֋
◌ ྍ

ኚ
⌧

ሙ
֋

 

 

*

$V

$V

$V

⌧
ሙ

֋
 

・

+3・

⌧ሙ ֋  

⌧ ሙ ֋   

93・

⌧ ሙ ֋  ⌧ ሙ ֋  

93・

93・

┳ �

93・

+3・

ࢥ

ࢥ

%2
;

+

:

%
2
;

+
:

⌧
ሙ

֋
◌ ྍ

ኚ

38  

38  

⌧
ሙ

֋
◌ ྍ

ኚ

▼␚

◌�  ◌࣮ ◌�  ◌࣮ ࢺ

ࢩ  ◌࣮ ࢺ

⌧
ሙ

֋
 

*

・

◌�  ◌࣮ ◌�  ◌࣮ ࢺ

・ ᗜ

◌�  ◌࣮ ◌�  ◌࣮ ࢺ

93・

➨ ๓ 㔝� � ◌ྑ
ࢥ

9
3・

38  

・ ᗜ

・ ᗜ

◌�  ◌࣮ ◌�  ◌࣮ ࢺ

・ ᗜ

・ ᗜ

➨ ๓ 㔝� �

➨ ๓ 㔝� �

ࢥ

✵ Ẽ ᘚ

・

ࢥ

)

➨๓ 㔝� �

⌧
ሙ

֋
 

・
・

・

・

8

・
・

・

ᅵ 龠 �
ᅵ 龠 �38  

・ �38  

 

*

�

≀ ⨨

・

・

・

・

・

  

➨ ๓ 㔝� � ᕥ
ࢥ

38  

� ・ �

� ◌� ࢫ

� ・ �

ᗈ ⴥ ・

�

� ��

・

ࢱ  
ࣥ

◌ ࢡ

0* 0
・ ・

・

ᗈ ⴥ ・
・ ᗜ

DV

DV

*

・ ᗜ

0

0

・

・

・

ࢥ

&

◌�  ◌࣮ ◌�  ◌࣮ ࢺ

・ ・0

0 0

・

・ 0

・

0

�  
ࣝ

◌ �

�  
ࣝ

◌ �

0

�

◌�
 ◌࣮

◌�
 ◌࣮

ࢺ

0

00

◌�  ◌࣮ ◌�  ◌࣮ ࢺ

*

*

: &

* ᗞ ▼

ࢩ  ◌࣮ ࢺ

$V

8

+ 
+ . %0

' 7

' 7

' 7

.

' 7

' 7

'

'

' 7

' 7

' 7

' 7

' 7

'

'

+ 
5 . %0

:
1
2

:
1
2

:
1
2

:
1
2

+ 
5 . %0

ቃ ᕝ :
1
2

:
1
2

:
1
2

:
1
2:
1
2

+3 3( ・+33 ( ・

+
3
3

(・

+3
3
(
・

36 9

36 9

3
6

9

$12

$, 3

, $  
5  

7/  
&/  
6/  

ᕷ 㐨㑣
◌ྕ ⥺

ᕷ 㐨㑣
◌ྕ ⥺

ᕷ 㐨㑣
◌ྕ ⥺

ᕷ 㐨㑣
◌ྕ ⥺

/HYHO

/HYHO /HYHO

/HYHO

++
++

++

++
++

++

・
㛗

/ 
P

㒔ᕷ ィ ⏬ ・ ・
༊

㛫㸦➨㸲✀ ➨㸯⣭ 㸧
タ ィ ㏿ ᗘ 9 NP K

ซ ・

ኚ � ๓

ኚ � ᚋ

◌ྛ
◌ົ

ཎ ᕷ ・
ཎ

⍞ ✑⏫ ᆅ ෆ

ᅗ 㠃␒
◌ྕ

ⴥ அ ෆ

・ ♫
◌ྡ

ᒱ 㜧 ᅵ � ・ ◌ົ ә・ ◌ົ ә ◌ྡ

ィ ⏬ ᖹ 㠃ᅗ

・ ᕤ ⟠ ә ◌ྡ

⦰ ᑻ

ᅗ 㠃 � ✀ 㢮

㊰ ⥺
◌ྡ

・ ◌ົ
◌ྡ

┴
༢
釆 ㊰・ ・ ◌୍ ・ ศ 㒔 ᒱ 㜧㬼・ ⥺

㐨㊰ヲ ⣽ タ ィ ・ ◌ົ

㒔 ᕷ ጤ ク ➨ =
◌ྕ

㒔 ᒱ 㜧㬼・ ⥺

6 

㸿

㸿

1-6

市道那141号線との交差点部（A）　拡大図
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（仮称）新瑞穂橋橋梁部（B）・市道蘇北656号線との交差点部（C）　拡大図
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mnSĈ a C

Rga EsEa

] ghCE i CE ] ghCE i CE

kl

kl
kl

onSC_ a ^

EEM_

MCMET

C_ a ^

Ca b Ca b

ME^ ^ Cr M

c
d

e

1-8



 

都市計画の策定の経緯の概要 

各務原都市計画道路の変更 （都）岐阜鵜沼線 

事項 時期 備考 

 

説明会 

 

将来管理者協議 

 

市への意見照会 

 

計画案の縦覧 

 

 

計画案の縦覧 

 

 

市都市計画審議会 

 

県都市計画審議会 

 

県決定告示 

 

 

 

 

 

令和７年８月２９日 

 

令和７年１０月６日 

 

令和７年１０月６日 

 

令和７年１２月８日から 

令和７年１２月２２日まで 

 

令和８年４月１０日から 

令和８年４月２４日まで 

 

令和８年５月１５日 

 

令和８年７月８日（予定） 

 

令和８年７月下旬（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見無し 

 

 

意見無し 
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議第 2 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各務原都市計画地区計画の変更について 

（各務原市決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 5 月 15 日提出 

各務原市都市計画審議会 

       会長 福島 茂  
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各務原都市計画地区計画の変更（各務原市決定） 

各務原都市計画 三井町地区 地区計画を次のように変更する。 

名 称 三井町地区 地区計画 

位 置 各務原市三井町一丁目・二丁目の一部 

面 積 約 11.7 ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 当該地区は、本市の東西に長い市街地の西南部、東西方向の

主軸道路である（都）一般国道２１号線の沿道に位置し、東海

北陸自動車道岐阜各務原インターチェンジまで２～３ｋｍの

距離にある極めて交通利便性に優れた地区で、周辺の国道沿い

では沿道立地型商業業務系施設の立地が進んでいる。 
このような立地特性から市都市計画マスタープランにおい

て、当該道路沿道については今後とも沿道商業地機能の充実を

図るとして、当該地区を土地利用検討地域に位置付け、幹線道

路沿道の交通利便性を活かした商業系土地利用等の展開を検

討するとしている。 
本地区計画は、優れた交通利便性から今後も見込まれる商業

施設等の立地需要への対応、及び地域住民の生活利便性や地域

活力の向上に向け、計画的に道路の配置や建築物に関する計画

を定め、開発行為や建築行為を適切に誘導し、魅力ある商業地

形成を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 （都）一般国道21号線沿道に立地する既存商業地と一体とな

って、計画的に一団の近隣商業地の形成を図る。 
また、三井町地区土地利用計画方針に基づき、土地利用を行

うこととする。 

地区施設の整備の

方針 
地区周辺交通の安全・円滑化を図るために、幹線道路に連絡

する主要な道路を適正な幅員で適切に配置し、周辺環境に配慮

した良好な商業環境の形成を図る。 

建築物等の整備の

方針 
適切な商業施設等の立地誘導、及び良好な商業環境を確保す

るため、建築物等の用途制限を定め、土地利用の方針にもとづ

く商業地形成を図る。 

その他の整備の 
方針 

当該地区は境川流域に位置しており、土地の区画形質の変更

及び建築を行うにあたっては、流出抑制施設を開発者負担によ

り整備する。この場合、市と事業者において当該施設の管理協

定を締結し適切な維持管理に努める。 
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地

区

整

備

計

画 

地区施設

の配置  
及び規模 

道路等 名 称 幅 員 延 長 備 考 

区画道路 1 号 9.75ｍ 約 250ｍ 拡幅 
区画道路 2 号 9.25ｍ 約 370ｍ 拡幅 
区画道路 3 号 9.25ｍ 約 180ｍ 拡幅 

建築物等

に関する

事項 

建築物の 

敷地面積の

最低限度 

 

１，０００㎡ 

建築物等の

用途の制限 
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（1）建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)別表第２(り)

項に掲げるもの 

（2）住宅 

（3）住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼

ねるもの 

（4）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（5）工場（自動車若しくは自動車用品の販売を主たる目

的とする店舗又はガソリンスタンドに附属する作業

場で、その床面積の合計が 300 ㎡以下のものを除

く。） 

（6）畜舎 

（7）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場 その他これらに類するもの 

（8）倉庫（前各号の建築物以外の建築物に附属するもの

は除く。） 

 
 
「区域、地区整備計画の区域及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」 
〈 変 更 理 由 〉 

本変更は、本地区において一団の商業系土地利用をより計画的に誘導するため、土地

利用の方針を追加し、建築物の敷地面積の最低限度を新たに設定するもの。 
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各務原都市計画地区計画の変更（各務原市決定）新旧対照表 

各務原都市計画 三井町地区 地区計画を次のように変更する。 

 新 旧 

名 称 三井町地区 地区計画 三井町地区 地区計画 

位 置 各務原市三井町一丁目・二丁目の

一部 
各務原市三井町一丁目・二丁目の

一部 

面 積 約 11.7 ha 約 11.7 ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区 計画

の目標 
当該地区は、本市の東西に長い市

街地の西南部、東西方向の主軸道路

である（都）一般国道２１号線の沿

道に位置し、東海北陸自動車道岐阜

各務原インターチェンジまで２～

３ｋｍの距離にある極めて交通利

便性に優れた地区で、周辺の国道沿

いでは沿道立地型商業業務系施設

の立地が進んでいる。 

このような立地特性から市都市

計画マスタープランにおいて、当該

道路沿道については今後とも沿道

商業地機能の充実を図るとして、当

該地区を土地利用検討地域に位置

付け、幹線道路沿道の交通利便性を

活かした商業系土地利用等の展開

を検討するとしている。  
本地区計画は、優れた交通利便性

から今後も見込まれる商業施設等

の立地需要への対応、及び地域住民

の生活利便性や地域活力の向上に

向け、計画的に道路の配置や建築物

に関する計画を定め、開発行為や建

築行為を適切に誘導し、魅力ある商

業地形成を図ることを目標とする。 

当該地区は、本市の東西に長い市

街地の西南部、東西方向の主軸道路

である（都）一般国道２１号線の沿

道に位置し、東海北陸自動車道岐阜

各務原インターチェンジまで２～

３ｋｍの距離にある極めて交通利

便性に優れた地区で、周辺の国道沿

いでは沿道立地型商業業務系施設

の立地が進んでいる。 

このような立地特性から市都市

計画マスタープランにおいて、当該

道路沿道については今後とも沿道

商業地機能の充実を図るとして、当

該地区を土地利用検討地域に位置

付け、幹線道路沿道の交通利便性を

活かした商業系土地利用等の展開

を検討するとしている。  
本地区計画は、優れた交通利便性

から今後も見込まれる商業施設等

の立地需要への対応、及び地域住民

の生活利便性や地域活力の向上に

向け、計画的に道路の配置や建築物

に関する計画を定め、開発行為や建

築行為を適切に誘導し、魅力ある商

業地形成を図ることを目標とする。 

土地 利用

の方針 

（都）一般国道21号線沿道に立地

する既存商業地と一体となって、計

画的に一団の近隣商業地の形成を

図る。 
また、三井町地区土地利用計画方

針に基づき、土地利用を行うことと

する。 

（都）一般国道21号線沿道に立地

する既存商業地と一体となって、計

画的に一団の近隣商業地の形成を

図る。 
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地区 施設

の整 備の

方針 

地区周辺交通の安全・円滑化を図

るために、幹線道路に連絡する主要

な道路を適正な幅員で適切に配置

し、周辺環境に配慮した良好な商業

環境の形成を図る。 

地区周辺交通の安全・円滑化を図

るために、幹線道路に連絡する主要

な道路を適正な幅員で適切に配置

し、周辺環境に配慮した良好な商業

環境の形成を図る。 

建築 物等

の整 備の

方針 

適切な商業施設等の立地誘導、及

び良好な商業環境を確保するため、

建築物等の用途制限を定め、土地利

用の方針にもとづく商業地形成を

図る。 

適切な商業施設等の立地誘導、及

び良好な商業環境を確保するため、

建築物等の用途制限を定め、土地利

用の方針にもとづく商業地形成を

図る。 

その 他の

整備の 
方針 

当該地区は境川流域に位置して

おり、土地の区画形質の変更及び建

築を行うにあたっては、流出抑制施

設を開発者負担により整備する。こ

の場合、市と事業者において当該施

設の管理協定を締結し適切な維持

管理に努める。 

当該地区は境川流域に位置して

おり、土地の区画形質の変更及び建

築を行うにあたっては、流出抑制施

設を開発者負担により整備する。こ

の場合、市と事業者において当該施

設の管理協定を締結し適切な維持

管理に努める。 
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地

区

整

備

計

画 

地

区

施

設

の

配

置 
及

び

規

模 

道路等 名 称 幅 員 延 長 備 考 名 称 幅 員 延 長 備 考 

区画道
路 1 号 

9.75
ｍ 

約 250
ｍ 拡幅 区画道

路 1 号 
9.75
ｍ 

約 250
ｍ 拡幅 

区画道
路 2 号 

9.25
ｍ 

約 370
ｍ 拡幅 区画道

路 2 号 
9.25
ｍ 

約 370
ｍ 拡幅 

区画道
路 3 号 

9.25
ｍ 

約 180
ｍ 拡幅 区画道

路 3 号 
9.25
ｍ 

約 180
ｍ 拡幅 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

１，０００㎡ ― 

建築物

等の用

途の制

限 

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。 
（1）建築基準法(昭和25年法律第201

号)別表第２(り)項に掲げるもの 

（2）住宅 

（3）住宅で事務所、店舗その他これ

らに類する用途を兼ねるもの 

（4）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（5）工場（自動車若しくは自動車用

品の販売を主たる目的とする店

舗又はガソリンスタンドに附属

する作業場で、その床面積の合計

が 300 ㎡以下のものを除く。） 

（6）畜舎 

（7）マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券売場 その他これらに類するも

の 

（8）倉庫（前各号の建築物以外の建

築物に附属するものは除く。） 

 

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。 
（1）建築基準法(昭和25年法律第201

号)別表第２(り)項に掲げるもの 

（2）住宅 

（3）住宅で事務所、店舗その他これ

らに類する用途を兼ねるもの 

（4）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（5）工場（自動車若しくは自動車用

品の販売を主たる目的とする店

舗又はガソリンスタンドに附属

する作業場で、その床面積の合計

が 300 ㎡以下のものを除く。） 

（6）畜舎 

（7）マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券売場 その他これらに類するも

の 

（8）倉庫（前各号の建築物以外の建

築物に附属するものは除く。） 

 
「区域、地区整備計画の区域及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」 
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三井町地区地区計画 変更理由書 

 

（１）当該地区の現状 

当該地区は東西に長い本市市街地の西南部に位置し、（都）一般国道２１号線沿

道の既成市街地に挟まれる市街化調整区域で、東海北陸自動車道岐阜各務原イン

ターチェンジに至近し、極めて交通利便性に優れた地区である。  

当該地区は、令和６年５月の市街化区域への編入に併せて土地利用の方針や

地区施設の配置等を定め、周辺の環境に配慮した適正な商業系土地利用を図る

ため、地区計画を決定した。 

 

（２）当該都市計画の上位計画における位置づけ 

「各務原市総合計画」においては、「もっとみんながつながる笑顔があふれ

る元気なまち～しあわせ実感 かかみがはら～」を将来都市像に掲げ、適正な

土地利用の推進に向け、「交通基盤と産業基盤を強化し連携させることで、人

や地域がつながる土地利用を進める」としている。 

また、各務原都市計画区域マスタープランにおいては、土地利用に関する方

針において「（都）一般国道 21 号線等の主要幹線道路沿道の近隣商業地につい

ては交通利便性を活した商業地としての機能維持・充実を図る。」としている。 

さらに、各務原市都市計画マスタープランにおいても、「（都）一般国道 21

号線等については、交通利便性を活用した沿道立地型商業業務系施設の立地が

進んでおり、今後ともその機能の充実を図る。」としている。なお、各務原市

立地適正化計画では、「商業系土地利用については、駅周辺や幹線道路沿いの

居住誘導区域に近接する市街化調整区域に限定して、農林漁業との調整措置が

整った場合においては区域区分の変更を行う。」として区域区分の変更を行っ

ている。 

 

（３）当該地区計画変更の必要性 

当該地区は、優れた交通利便性を活かした商業系市街地を計画的に形成して

いくため、区域区分の変更により市街化区域に編入した地区である。 

今後も見込まれる商業・サービス施設等の立地需要への計画的な対応に加え、

地域住民の生活利便性及び地域活力の向上が期待される地区であることから、

近隣商業地域としての機能の充実を図る地域であり、より計画的に商業系土地

利用を誘導する必要がある。 

 

（４）当該地区計画変更の妥当性 

当該地区計画の土地利用の方針では、「（都）一般国道 21 号線沿道に立地す

る既存商業地と一体となって、計画的に一団の近隣商業地の形成を図る。」と

しており、この方針に基づく一団の土地利用転換をより確実なものとするため、

土地利用の方針の追加、及び地区整備計画における建築物の敷地面積の最低限
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度を新たに設定し、良好な商業地の形成を図る。 

 

（５）当該地区計画の変更理由 

今回の変更は、小規模店舗等の乱立を防ぎ一団の土地利用を図るため、土地

利用の方針を追加し、建築物の敷地面積の最低限度を新たに設定することによ

る、地区計画変更である。 
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三井町地区地区計画（11.7ha）
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三
井
町
地
区
地
区
計
画
に
お
け
る
土
地
利
用
方
針
に
つ
い
て
 

 

三
井
町
地
区
地
区
計
画
書
の
「
土
地
利
用
の
方
針
」
に
記
載
の
と
お
り
、
区
域
内
で
の
開
発
行
為
は
三
井
町
地
区
土
地
利

用
方
針
図
に
基
づ
き
土
地
利
用
を
行
う
も
の
と
し
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

○
 
三
井
町
地
区
地
区
計
画
内
の
開
発
事
業
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
Ａ
～
Ｅ
の
各
区
画
全
域
を
開
発
区
域
と
す

る
よ
う
計
画
す
る
こ
と
。
 

※
 
現
に
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
開
発
区
域
の
範
囲
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

○
 
開
発
事
業
を
計
画
す
る
に
あ
た
り
、
Ａ
～
Ｅ
の
各
区
画
の
統
合
及
び
開
発
区
域
の
設
定
は
、
都
市
計
画
課
と
の
協
議
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
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土地利用計画方針図

三井町地区
土地利用計画方針図

：Ａ区画（約1.7ha）

 凡　例

：Ｂ区画（約2.0ha）

：Ｃ区画（約1.8ha）

：Ｄ区画（約2.5ha）

：Ｅ区画（約3.0ha）

：地区計画区域

：地区施設(区画道路)



都市計画の策定の経緯の概要 

各務原都市計画地区計画の変更（三井町地区） 

事項 時期 備考 

 

地元説明会 

 

岐阜県都市政策課意見照会 

 

 

計画案の縦覧（法１７条） 

 

 

市都市計画審議会 

 

（条例変更） 

 

決定告示（法２０条） 

 

 

令和 7年 10 月 8 日 

 

令和 8年 1月中旬 

令和 8年 2月上旬 

 

令和 8年 2月 5日 

令和 8年 2月 19 日 

 

令和 8年 5月 15 日 

 

（令和 8年 6月議会予定）

 

令和 8年 7月 15 日予定 

 

 

 

 

 

から 

まで 

 

から 

まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見無し 

 

 

 

 

 

 

条例施行と同日 
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各務原市都市計画審議会 
 

事務局  〒504－8555 各務原市那加桜町 1 丁目 69 番地 

各務原市 都市建設部 都市計画課 

電話 058－383－1983 

ＦＡＸ 058－383－6365 

 


